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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２３年５月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 平成２２年８月１３日 ２２時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市上島沖 

 上島灯台から真方位０９０°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３４°４５.３′） 

インシデント調査の経過 平成２２年９月２４日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 丸友
まるとも

丸、１９トン 

   ２７３－５８１５広島、個人所有 

１１.８５ｍ（Lr）×５.２０ｍ×２.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５.５０kＷ、平成３年１０月 

Ｂ はしけ ＳＧ１０６、７５０トン 

３５ｍ×８ｍ×３ｍ、鋼 

Ｃ はしけ ＳＧ１０７、７５０トン 

３５ｍ×８ｍ×３ｍ、鋼 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５０年６月２４日 

免許証交付日 平成１８年１０月２０日 

         （平成２３年１０月２２日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 操舵機駆動用油圧ポンプケーシングのシャフト貫通部割損 

インシデントの経過 

 

Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、貨物を積載したはしけＢ船及びＣ船

の２隻をえい
．．

航して主機を毎分回転数約７５０とし、速力約４.５ノット

で、上島東方沖を西進中、平成２２年８月１３日２２時３０分ごろ、上島

灯台から真方位０９０°２.０Ｍ付近において、主機直結Ｖベルト駆動の操

舵機用油圧ポンプが損傷し、操舵不能となった。 

Ａ船は、僚船に事態を告げて漂泊し、翌１４日０６時５０分ごろ、僚船

にはしけＢ船及びＣ船と共にえい
．．

航され、２１時１０分ごろ、坂出港に入

港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 なし、視界 良好 

海象：平穏、波高 約０.５ｍ 

その他の事項 Ａ船は、操舵機駆動用油圧ポンプのケーシングのシャフト貫通部が割損



- 2 - 

 していた。 

Ａ船は、操舵機駆動用油圧ポンプの予備機を装備していなかった。 

操舵機駆動用油圧ポンプは、就航３年後の平成６年に取り替えられ、そ

の後、約１６年間にわたって継続使用されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、２隻のはしけをえい
．．

航して上島東方沖

を西進中、操舵機駆動用油圧ポンプケーシングの

シャフト貫通部が割損したことから、同ポンプの

運転ができなくなって操舵不能になったものと考

えられる。 

操舵機駆動用油圧ポンプのシャフト貫通部が割

損した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、夜間、Ａ船が２隻のはしけをえい
．．

航して上島東方沖

を西進中、操舵機駆動用油圧ポンプケーシングのシャフト貫通部が割損し

たため、同ポンプの運転ができなくなり、操舵不能となったことにより発

生したものと考えられる。 

 




